
 

 

                                    表面 

  

今
号
で
は
、
指
定
廃
棄
物
最
終
処
分

場
問
題
で
重
要
な
２
点
に
つ
い
て
、
可

能
な
限
り
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

     

各
県
設
置
の
方
針
の
根
拠
と
な
る
法

律
は
、「
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措

法
」
、
正
式
名
称
は
、
「
平
成
２
３
年
３

月
１
１
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平

洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に

よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る

特
別
措
置
法
」
で
す
。 

 

こ
の
法
律
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る

環
境
汚
染
へ
の
対
処
に
関
し
、
国
・
県

等
・
市
町
村
・
原
子
力
事
業
者
等
の
責

務
や
行
う
べ
き
措
置
を
定
め
、
人
の
健

康
や
生
活
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
を
速
や

か
に
低
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
制
定
さ

れ
ま
し
た
。 

 

そ
の
法
律
の
中
に
、
基
本
方
針
の
策

定
に
つ
い
て
の
項
目
が
あ
り
ま
す
。 

 

基
本
方
針
は
、「
環
境
大
臣
が
、
対
処

に
関
す
る
施
策
を
適
正
に
策
定
し
て
実

施
す
る
た
め
、
最
新
の
科
学
的
知
見
に

基
づ
き
、
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ

る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
基

本
方
針
の
案
を
作
成
し
て
、
閣
議
の
決

定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
こ
の
法
律
の
附
則
抄
（
＝
交

付
日
や
そ
の
他
の
記
載
事
項
）
の
中
で 

    

「
平
成
２
４
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
」、

「
施
行
後
３
年
を
経
過
し
た
場
合
に
、

こ
の
法
律
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
所
要
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
り
、

ま
さ
に
今
が
、
そ
の
期
間
に
な
り
ま
す
。 

   

基
本
方
針
で
は
、「
環
境
汚
染
へ
の
対

処
に
関
し
て
国
の
責
任
に
お
い
て
対
策 

を
講
じ
、
県
等
・
市
町
村
は
、
そ
れ
に

協
力
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

ま
た
、「
策
定
当
時
の
知
見
、
技
術
水

準
等
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、

国
は
対
処
の
進
捗
状
況
を
定
期
的
に
点

検
し
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
の
監
視
・

測
定
の
結
果
、
技
術
開
発
の
状
況
等
も

踏
ま
え
て
、
こ
の
基
本
方
針
を
適
宜
、

見
直
す
も
の
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、「
指
定
廃
棄
物
（
＝
事
故
由

来
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
廃

棄
物
）
の
処
理
は
、
当
該
指
定
廃
棄
物

が
排
出
さ
れ
た
都
道
府
県
内
に
お
い
て

行
う
」
と
あ
り
ま
す
。 

※
排
出
に
つ
い
て
は
、
事
故
由
来
放
射

性
物
質
に
よ
り
突
然
、
汚
染
さ
れ
た
市

町
村
側
に
負
担
が
強
い
ら
れ
て
い
ま

す
。 

   

こ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、「
処
理
は

当
該
都
道
府
県
内
で
行
う
＝
最
終
処
分

場
を
設
置
し
て
処
理
を
行
う
」
と
い
う

こ
と
で
、
知
事
が
方
針
を
受
け
入
れ
ま

市
町
村
長
会
議
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に 

    

し
た
。 

 

知
事
が
こ
の
方
針
を
受
け
入
れ
た
以

上
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
る
べ
き
で

あ
り
過
日
の
県
議
会
の
一
般
質
問
の
答

弁
の
一
幕
で
の
「
今
さ
ら
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
と
言
わ
れ
て
も
…
」
と
苛
立
ち

気
味
の
対
応
に
は
不
信
感
を
感
じ
ま
し

た
。 

 

最
終
的
に
は
、
国
の
有
識
者
会
議
の

検
討
結
果
に
よ
る
選
定
基
準
（
ロ
ー
カ

ル
ル
ー
ル
）
案
を
、
市
町
村
長
会
議
に

諮
り
、
平
成
２
５
年
１
２
月
の
第
４
回

市
町
村
長
会
議
の
説
明
結
果
を
踏
ま
え

て
、
環
境
省
が
最
終
的
に
決
定
し
、
平

成
２
６
年
７
月
３
０
日
の
本
町
寺
島
入

の
詳
細
調
査
候
補
地
選
定
に
至
っ
た
わ

け
で
す
。 

   

以
上
が
、
特
措
法
と
基
本
方
針
の
位

置
づ
け
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
特
措
法
は
震
災
直
後
の
混

乱
期
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

現
在
で
は
当
時
と
状
況
も
変
わ
り
つ
つ

あ
り
、
適
正
に
処
理
す
る
た
め
の
、
あ

る
べ
き
姿
を
再
び
考
え
る
と
き
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。 

 

法
律
の
施
行
か
ら
平
成
２
６
年
１
２

月
３
１
日
で
３
年
が
経
過
し
、
法
律
本

体
に
記
載
の
あ
る
当
初
の
も
の
に
検
討

を
加
え
て
の
所
要
の
措
置
が
で
き
る
時

期
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

さ
ら
に
何
よ
り
、
基
本
方
針
の
内
容

か
ら
も
、
策
定
当
時
と
状
況
は
変
わ
り
、

現
在
の
知
見
や
技
術
水
準
、
日
本
全
体 

    

現
在
の
知
見
や
技
術
水
準
、
日
本
の
未

来
を
考
え
て
の
適
正
な
処
理
方
法
を
考

え
る
時
期
を
迎
え
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

   

各
県
処
理
＝
最
終
処
分
場
の
各
県
へ

の
設
置
は
、
法
律
改
正
で
な
く
、
基
本

方
針
の
見
直
し
（
閣
議
決
定
）
で
、
で

き
る
の
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
指
定
廃
棄
物
最
終
処
分

場
の
詳
細
調
査
候
補
地
の
選
定
撤
回
＝

特
措
法
の
基
本
方
針
の
閣
議
決
定
で
の

見
直
し
を
求
め
て
い
る
の
で
す
。 
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   指定廃棄物最終処分場 詳細調査候補地の    
   現地視察を再開しました !! 
 
冬季積雪により安全のため休止していました現地視察を再開 
しました。 
 
●日時  平成 27年 3月 23日（月）～ 
     平成 27年 12月 25日（金）の間の平日 
●要件  一日に 3名以上で実施 
 ※人数が多い（10名を超える）場合は車両等の調整のため 
  お時間をいただくこともありますので、ご了承ください。 
 
［電話でのお申込］：0287-45-1115  
［ファックスでのお申込み］：0287-45-1840 
［電子メールでのお申込］：taisaku@town.shioya.tochigi.jp 

 
放
射
性
物
質
汚
染
対
処
特
措
法
… 

 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
… 

 

 

特
措
法
の
基
本
方
針
… 

 

 

基
本
方
針
に
基
づ
い
て
知
事
が
… 

 

 

基
本
方
針
の
見
直
し
… 

 



 

 

                                    裏面 

 

 

    

【
安
全
面
で
の
支
障
の
有
無
】 

①
自
然
災
害
に
対
し
て 

 
地
滑
り
・
斜
面
崩
壊
・
土
石
流
・
浸

水
・
陥
没
・
火
山
噴
火
・
雪
崩
・
活
断

層
に
よ
る
被
害
の
恐
れ
を
確
認 

文
献
調
査
・
地
表
地
質
踏
査
・
ボ
ー

リ
ン
グ
調
査
・
弾
性
波
探
査
・
地
下
水

位
測
定
・
空
中
写
真
判
読 

 

②
地
盤
の
安
定
性 

 

施
設
を
支
え
る
良
好
な
地
盤
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
確
認 

地
表
地
質
踏
査
・
ボ
ー
リ
ン
グ
調

査
・
弾
性
波
探
査
・
地
下
水
位
観
測 

 

③
放
射
能
濃
度 

 

周
辺
公
衆
へ
の
追
加
被
ば
く
線
量
は

管
理
目
標
値
を
満
た
す
の
か
を
確
認 

放
射
線
濃
度
・
空
間
線
量
率
（
バ
ッ

ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
値
）
の
測
定 

 

【
事
業
実
施
の
観
点
】 

①
施
設
の
配
置 

 

候
補
地
内
で
施
設
の
設
置
が
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認 

実
際
に
配
置
す
る
場
所
の
確
認
、
土

地
の
権
利
調
査 

 

②
主
要
施
設
の
構
造 

 

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
き
、
必 

    

要
な
強
度
を
有
す
る
構
造
物
の
施
工
が

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認 

ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
・
弾
性
波
探
査
・

地
下
水
位
観
測
・
構
造
計
算
・
地
震
応

答
解
析 

 

③
施
設
ま
で
の
道
路
の
確
保 

 

建
設
時
や
施
設
稼
働
時
に
、
施
設
へ

の
往
来
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認 

既
存
道
路
の
確
認
・
土
地
の
権
利
調

査
・
交
通
量
調
査 

 

④
水
・
電
力
・
通
信
回
線
の
確
保 

 

処
分
場
の
稼
働
に
必
要
な
水
・
電

力
・
通
信
回
線
が
確
保
で
き
る
こ
と
を

確
認 表

流
水
量
測
定
・
井
戸
試
掘
・
電
力

会
社
・
通
信
会
社
へ
の
確
認 

 

⑤
そ
の
他 

 

施
設
の
建
設
時
や
稼
働
時
に
風
雪
に

よ
り
安
全
性
に
問
題
が
生
じ
な
い
こ
と

を
確
認 

文
献
調
査
（
気
象
庁
ア
メ
ダ
ス
デ
ー

タ
等
）・
風
向
風
速
観
測 

   

町
は
、
選
定
へ
の
疑
問
を
質
問
書
で

投
げ
か
け
て
い
ま
す
が
、
不
明
な
点
は

「
詳
細
調
査
で
行
う
」
の
一
点
張
り
で
、

こ
ち
ら
が
求
め
る
回
答
を
得
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。 

 

質
問
書
（
平
成
２
６
年
１
１
月
２
８

日
付
）
へ
の
環
境
省
か
ら
の
回
答
書 

    

（
平
成
２
７
年
１
月
１
６
日
付
）
で
は
、

詳
細
調
査
は
「
市
町
村
長
会
議
に
お
い

て
確
定
し
た
選
定
手
法
に
お
け
る
プ
ロ

セ
ス
の
一
環
と
し
て
、
必
要
な
対
策
を

検
討
し
、
安
全
面
で
は
支
障
が
な
い
こ

と
、
あ
る
い
は
事
業
実
施
の
観
点
か
ら

施
工
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
に
行
う
」
と
あ
り
、
詳
細
調
査
を

実
施
さ
え
す
れ
ば
、
ど
ん
な
に
不
適
な

条
件
が
あ
っ
て
も
建
設
可
能
に
し
て
し

ま
う
と
も
と
れ
る
内
容
で
あ
り
、
そ
の

こ
と
も
町
民
の
皆
様
の
不
信
感
を
増
大

さ
せ
る
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

  

ま
た
、
県
の
有
識
者
会
議
に
は
、
そ

の
内
容
が
ま
っ
た
く
伝
え
ら
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
り
、
町
か
ら
有
識
者
に
対

し
情
報
提
供
し
た
と
こ
ろ
で
す
。 

   

本
町
と
同
様
に
指
定
廃
棄
物
最
終
処

分
場
問
題
で
揺
れ
る
宮
城
県
加
美
町
。 

 

加
美
町
で
は
詳
細
調
査
に
入
ろ
う
と

し
て
お
り
、
町
民
の
方
の
強
い
抵
抗
で

何
と
か
し
の
い
で
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
加
美
町
の
あ
る
宮
城
県
と

栃
木
県
で
は
候
補
地
選
定
の
状
況
が
異 

な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 

宮
城
県
で
は
、
加
美
町
・
大

和
町
・
栗
原
市
の
３
市
町
が

詳
細
調
査
候
補
地
に
選
定
さ

れ
、
詳
細
調
査
が
行
わ
れ
た

後
に
１
市
町
が
選
定
さ
れ
る

流
れ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

栃
木
県
で
は
市
町
村
長
会
議

の
中
で
１
箇
所
（
１
市
町
）

を
詳
細
調
査
候
補
地
に
選
定

し
て
詳
細
調
査
を
行
っ
た
後

に
最
終
的
な
候
補
地
に
選
定

す
る
流
れ
に
な
っ
て
い
ま

す
。 

 
 
 
 

前
段
の
回
答
書
の
内
容
か
ら

詳
細
調
査
が
建
設
あ
り
き
の

も
の
と
考
え
る
と
、
よ
り
深

刻
で
あ
る
と
受
け
止
め
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

     

 

主
な
確
認
事
項
及
び
調
査
項
目
… 
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町
か
ら
の
質
問
へ
の
回
答
よ
り
… 

 

 

宮
城
県
と
は
状
況
が
異
な
る
… 

 


